一般事務Ⅰ(図書室カウンター要員)パートタイム会計年度任用職員就労要綱（生涯学習課）
令和2年1月23日生涯学習部長決裁
　(趣旨）
第1条　この要綱は、一般事務Ⅰ(図書室カウンター要員)パートタイム会計年度任用職員（以下「パートタイム職員」という。）の勤務条件、業務内容等について那覇市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和47年那覇市条例第73号)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(採用の方法）
第2条　パートタイム職員の採用は、面接及び書類選考により総合的に勘案して行うものとする。
　(業務）
第3条　パートタイム職員は生涯学習課長（以下「課長」という。）及び生涯学習課職員の指示に従い、次に掲げる業務(補助業務を含む。)に従事する。
(1)　図書室資料の利用者への利用に供すること、書架整理及び書架案内等に関する業務
(2)　読書会、おはなし会等の人材育成支援事業及び文化事業に関する業務
(3)　その他課長が指示する業務
　(勤務日）
第4条　パートタイム職員の勤務日は、週につき日曜日又は土曜日のいずれか1日とし、図書室の休館日(特別整理期間を除く。)以外の日とする。ただし、特に必要な場合は、週の日曜日及び土曜日を連続して勤務させることができるものとする。
　(勤務時間）
第5条　パートタイム職員の勤務時間は1日につき7時間30分とし、次のとおりとする。
	
	　　　　　勤務時間
	　　　　　　休憩時間

	(1)
	午前9時から午後5時30分まで
	午後0時から午後2時までの間で課長の定める1時間

	(2)
	午前9時15分から午後5時45分まで
	

	(3)
	午前10時から午後6時30分まで
	

	(4)
	午前10時15分から午後6時45分まで
	

	備考
	勤務時間の割振りは(1)から(4)までのうちから課長が定める。


　(給与等）
第6条　パートタイム職員の給与等の額は、那覇市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和元年那覇市規則第27号)に定めるとおりとする。
　(任用期間）
第7条　パートタイム職員の任用期間は、1会計年度以内とする。
　(条件付採用)

第8条　パートタイム職員の採用は、条件付のものとし、当該パートタイム職員がその職において1月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。ただし、条件付採用期間の開始後1月間において、実際に勤務した日数が15日に満たない場合は、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。
　(再度の任用）
第9条　パートタイム職員の公募によらない再度の任用は、同一の職が再度設置される場合に限り、面接、前年度におけるその者の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

　　　付　則
　(施行期日)
1　この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
　(準備行為)
2　第2条の面接その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
　　　付　則（令和5年12月13日生涯学習部長決裁）
　(施行期日)
1　この要綱は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
　(準備行為)
2　第2条の面接その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
付　則(令和7年12月　日生涯学習部長決裁)

（施行期日）

　この要綱は、令和８年１月１日から施行する。
